
二
五 

元
号
を
改
め
る
政
令 

 
政 
令 

元
号
を
改
め
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

  
 

御 

名  
御 

璽 

 
昭
和
六
十
四
年
一
月
七
日 

内
閣
総
理
大
臣 

竹
下 

 

登  

政
令 

第
一
号  

元
号
を
改
め
る
政
令 

 

内
閣
は
元
号
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。 

 

元
号
を
平
成
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則  

 

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。 

内
閣
総
理
大
臣 

竹
下 

 
登  

（『
官
報
』
号
外
特
第
３
号 

昭
和
６
４
年
１
月
７
日
） 


